
目 次

はじめに

Ⅰ 総選挙までの経緯

Ⅱ 政治関係法の改正

１ 公職選挙及び選挙不正防止法

２ 政治資金に関する法律

３ 政党法

Ⅲ 韓国の政党

１ 開かれたウリ党

２ ハンナラ党

３ 民主労働党

４ 新千年民主党

５ 自由民主連合

Ⅳ 総選挙の結果

１ 当選者の特徴

２ 当選者の政策指向

３ 地域主義

４ 今後の国会・政治改革論議
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はじめに

韓国では､ 2004年４月に行われた国会議員総

選挙において､ 盧武鉉
ノ・ムヒョン

政権の与党である開かれ

たウリ党 (以下 ｢ウリ党｣ とする｡) が圧勝し､

第一党となった｡ 盧武鉉政権は､ 2003年２月に

発足して以後､ 国会で多数を占める野党の壁に

常に行く手を阻まれてきた｡ 総選挙直前の３月

には､ 国会において大統領の弾劾訴追案が可決

され､ 大統領の権限が停止されるといった前代

未聞の事態が発生した｡ しかし､ 今回の総選挙

で､ 与党が過半数の議席を得たことにより､ 盧

武鉉政権は国民の信任を受けたと言える｡ そし

て､ ５月には憲法裁判所が大統領の弾劾訴追を

棄却し､ 大統領は約２ヶ月ぶりに職務復帰する

ことになった｡

近年､ 韓国政治はその変化のスピードを増し

ている｡ 政治の制度的な側面に関しても､ 種々

の変更が加えられており､ 政治勢力の栄枯盛衰

も激しい｡ 本稿は､ めまぐるしく変化する韓国

の政治状況を理解するため､ 政治に関する制度

について､ いかなる改革が行われているのか､

また､ どのような政治勢力が存在し､ どういっ

た動きを見せているのか､ といったことについ

て､ 整理を試みるものである｡

以下の章においては､ まず､ 盧武鉉政権発足

から総選挙までの政治過程を概観する (Ⅰ)｡

次に､ 総選挙前に改正された政治関係法の主な

内容を検討する (Ⅱ)｡ さらに､ 韓国の主要政

党について沿革等も含めて整理を行い (Ⅲ)､

最後に総選挙の結果について､ 若干の考察を行

うこととする (Ⅳ)｡

なお､ 文中の肩書きは全て当時である｡

Ⅰ 総選挙までの経緯

盧武鉉政権は､ 2003年２月の発足当初から､

野党が国会で過半数を占める状況の中で､ 苦し

い政権運営を迫られてきた｡ 外交面でも､ 北朝
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鮮の核問題やイラク戦争への対応といった難し

い問題を抱えていた｡ 金大中
キム・デジュン

政権の最大の功績

とされていた南北首脳会談の際に､ 北朝鮮に対

する不正送金が行われていたことが明らかにな

り､ このことは､ 北朝鮮に対する平和繁栄政策

を掲げる盧武鉉政権にとって大きな打撃となっ

た｡

盧武鉉大統領は､ 2003年10月に側近の不正資

金事件が表面化する中､ 国民投票で再信任を問

うとの発言をしたが､ 野党の反発を受けて実現

しなかった｡ 2002年の大統領選挙に絡む不正政

治資金疑惑が､ 多くの与野党議員が逮捕される

事態にまで発展する一方､ 野党が圧倒的多数を

占める国会は､ 2004年３月､ 大統領への弾劾訴

追案を可決するに至った｡

この間に､ 政党の構図も大きく変化した｡ も

ともと盧武鉉大統領は､ 新千年民主党 (以下

｢民主党｣ とする｡) の大統領候補者として､ ハ

ンナラ党の候補者を破って大統領に当選した｡

国会では少数与党の民主党が大統領を支え､ 過

半数の議席を占める最大野党のハンナラ党が盧

武鉉政権に対峙する､ という構図であった｡

しかし､ その後､ 民主党内で､ 金大中前大統

領に近い勢力 (旧主流) と盧武鉉大統領に近い

勢力 (新主流) の対立が激化し､ 2003年９月に

新主流が離党して民主党は分裂した｡ 盧武鉉大

統領自身も民主党を離党し､ 民主党は野党に転

じることになった｡ 11月には民主党を離党した

勢力が中心となってウリ党が結成された｡ その

際､ 盧武鉉大統領自身はウリ党には入党しなかっ

たが､ ウリ党は事実上の与党として盧武鉉政権

を支えることになった｡

ウリ党は､ 国会で２割程度の議席しか持たな

い超少数与党であったため､ 盧武鉉政権安定の

ためには2004年４月の総選挙で躍進する必要が

あった｡ 盧武鉉大統領が選挙でウリ党を支持す

る発言を繰り返したことが､ 野党の怒りを買い､

2004年３月､ 大統領弾劾へと向わせた｡ 国会が

大統領弾劾訴追案を可決したことにより､ 大統

領の権限は停止され､ 憲法裁判所による審判が

行われることになった｡

しかし､ 弾劾可決は国民の支持を得られず､

弾劾に反対した与党のウリ党が支持率を伸ばし

たのに対し､ 野党の支持率は急落した｡ 選挙期

間中には､ ウリ党議長による老人軽視発言に対

する批判が起き､ 一方でハンナラ党は新代表の

もと､ 党のイメージチェンジを図り､ 勢いを盛

り返した｡ 選挙の結果､ ウリ党が過半数を制し､

ハンナラ党も危機的状況から持ち直した｡ 革新

政党である民主労働党 (以下 ｢民労党｣ とする｡)

の初めての議席獲得､ 民主党の大幅議席減など､

国会の勢力図は大きく変わることになった (表

１)｡ 総選挙でウリ党が勝利したことは､ 盧武

鉉政権が国民から事実上信任されたことを意味

した｡ ５月には憲法裁判所が､ 大統領の弾劾訴

追を棄却する決定を下し､ 大統領は約２ヶ月ぶ

りにその権限を回復し､ 職務に復帰することに

なった｡

なお､ 総選挙の結果については､ 第Ⅳ章で改

めて詳述することとする｡

Ⅱ 政治関係法の改正

今回の総選挙に先立ち､ 公職選挙及び選挙不
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表１ 各党の獲得議席数

ウリ党 ハンナラ党 民労党 民主党 自民連 国民統合21 無所属 合 計

地 域 区 129 100 2 5 4 1 2 243

比 例 代 表 23 21 8 4 0 0 0 56

合 計 152 121 10 9 4 1 2 299

選挙前からの増減 ＋103 －16 ＋10 －52 －6 ±0 －11

(出典) ｢17代総選挙議席分布｣ 『朝鮮日報』 2004.4.17. をもとに作成



正防止法 (以下 ｢選挙法｣ とする｡)､ 政治資金に

関する法律 (以下 ｢政治資金法｣ とする｡)､ 政党

法の政治関係三法が改正された｡ これらの法改

正はかなり大規模なものであり､ 一人二票制の

導入や女性議員の増加策の強化など､ 今回の総

選挙の結果に影響を及ぼした事項も含まれてい

る｡ 本章では､ 政治関係三法の主要な改正点に

ついて説明していくこととする(１)｡

これらの法改正までには､ 以下のような経緯

をたどった｡

選挙法に関しては､ 2001年に憲法裁判所が､

一人一票制や一票の格差などに関し､ 違憲判決

を出していたため､ 改正は必至であった｡ これ

らの論点の他に､ 地域対立による政治構造を打

破するため､ 選挙区制の改変も議論の俎上に載っ

た｡ さらに､ 大統領選挙不正資金事件で国民の

批判が高まり､ 透明性の強化など政治資金に関

する改革も重要な課題であった｡ 韓国政治にお

けるさまざまな問題が提起される中で､ 政治資

金法や政党法の改正も含めた抜本的な改革が行

われることになった｡

しかし､ 各党の思惑の違いなどから､ 議論は

なかなか進まなかった｡

一人一票制については､ 2001年に違憲判決が

出た後､ 2002年６月の統一地方選挙を前にして､

同年３月に選挙法の改正が行われた｡ その際､

広域自治団体議会議員の選挙に関しては､ 選挙

区と比例代表の二票制に変更されたが､ 国会議

員選挙については手がつけられなかった｡

一票の格差について､ 憲法裁判所の判決では

2003年12月31日までに調整しなければならない

とされていたが､ 選挙区制をめぐる与野党の協

議が不調で､ 2003年内に選挙法の改正ができず､

異例の違憲状態となった｡ 調整は最後までずれ

込み､ 最終的に政治関係諸法の改正案が国会を

通過したのは､ 総選挙を約一ヶ月後に控えた

2004年３月９日のことであった｡

１ 公職選挙及び選挙不正防止法

選挙法の主な改正点としては､ 国会議員の定

数等が改められたことに加え､ 金がかかる大衆

動員型の選挙運動から､ インターネットやメディ

アを用いた選挙運動への転換､ 選挙費用の透明

性強化､ 選挙犯罪に対する取締の実効性確保な

どが挙げられる｡

� 選挙区制・議員定数・投票方法

韓国の国会議員の選挙制度は､ 日本と同様､

小選挙区 (地域区) と比例代表の並立制であ

る(２)｡ 2001年10月25日に一票の格差に関する

憲法裁判所の違憲判決が出たことにより､ 選挙

区画設定の見直しが必要であった｡ 議論の過程

では､ 制度をより抜本的に見直し､ 韓国政治の

弊害と見られている地域主義を打破するため､

中・大選挙区制や圏域別比例代表制の導入論な

ども主張された｡ しかし､ 選挙区制の問題は､

各党の議席に直結する問題だけに､ 各党間での

意見の違いは大きかった｡ 政治関係諸法の改正

が遅れたのも､ この問題について各党の合意が

なかなか得られなかったことが最大の理由であ

る｡ なお､ 女性専用の選挙区を作ることなども

論議された(３) が､ 実現には至らなかった｡ 最

終的には､ 選挙区制については大きな変更は加

えられず､ それまでの小選挙区と比例代表の組

み合わせが継続することになった｡

国会議員の議員定数は､ 273人から299人に改
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� 法律の改正点の整理については､ 各改正法律案の ｢主要骨子｣ 及び
イ・キソン

｢

(政治改革のための制度的枠組み用意)｣,
イ・チャンヒ

｢『 』 (政治関係法主要改正紹

介)｣ いずれも 『国会報』 2004.3. を参考にした｡

� ただし､ 日本と違って､ 小選挙区と比例代表の重複立候補は認められていない (第52条第２項)｡

� ｢ / (女性専用広域選挙区制論難／"議員定数増やす

名分用")｣ 『文化日報』 2004.2.17.など｡



められ (第21条第１項)､ 26人増員された｡ これ

までの小選挙区227人､ 比例代表46人から､ 小

選挙区が16人増の243人､ 比例代表が10人増の

56人となった｡

また､ 違憲判決が出ていた一人一票制が改め

られ､ 一人二票制が導入された｡ 2000年の総選

挙までは､ 有権者は選挙区の候補者に投票し､

比例代表ではその候補者が所属する政党に投票

したとみなされる一人一票制であったが､ それ

について2001年７月19日に憲法裁判所が違憲判

決を下していた｡ そこで今回から､ 有権者は小

選挙区では候補者に１票､ 比例代表では政党に

1票をそれぞれ投票する方式へと改められた

(第146条第２項)｡ 政党に１票を投ずる比例代表

制は､ 2002年の地方選挙から導入されていたが､

国会議員選挙に導入されたのはこれが初めてで

ある｡ 一人二票制になったことにより､ 全ての

選挙区に候補者を擁立しない小政党にも議席獲

得のチャンスが広がったと見られた｡

比例代表の議席配分方法にも変更が加えられ

た｡ 改正前は､ 小選挙区で５議席以上を獲得し

たか､ 全国の選挙区において５％以上を得票し

た政党に限り､ 得票率に応じて比例代表の議席

を配分し､ ３％以上５％未満の得票率だった場

合には１議席を配分すると規定されていた｡ そ

れが改められ､ 比例代表選挙で有効投票総数の

３％以上を得票したか､ あるいは小選挙区で５

議席以上を獲得した政党には､ 得票率によって

比例代表の議席が配分されることとなった (第

189条)｡

� 選挙運動方式の転換

金がかかる選挙を改めるため､ 選挙運動が集

会による方式から､ インターネットやメディア

を用いたものへと大きく転換されることになっ

た｡ また､ 新たに立候補しようとする新人の選

挙運動が保障されるようになった｡

�� 寄附行為の禁止

候補者などが､ 選挙区民などに対して金品の

提供などを行う寄附行為について､ 以前は選挙

日の180日前から選挙日まで禁止されていたが､

これが常時禁止されることとなった (第112条､

第113条)｡ ただし､ 親族に対する祝儀・香典な

どは許容された｡

また､ 地方自治団体長が､ 当該区域の公職選

挙に立候補する場合には選挙日の１年前から､

それ以外の選挙の場合には選挙日の60日前から

選挙日まで､ 所属職員や選挙区民に対し､ 法令

が定める以外の金品等の提供を行うことが禁止

された (第86条第３項)｡

�� 集会による選挙運動の廃止

大衆動員による選挙運動を改めるため､ 合同

演説会や政党・候補者等による演説会が廃止さ

れた (第75条から第78条削除)｡ また､ 出版記念

会や議員活動報告会についても､ 選挙日の90日

前から選挙日まで禁止されることとなった (第

103条第４項､ 第111条第１項)｡

なお､ 選挙運動のための戸別訪問も禁止され

ており､ これは改正前と同様である (第106条)｡

�� インターネットを利用した選挙運動の拡

大とその規制

候補者や候補者になろうとする者は､ 自分が

開設したインターネットホームページを利用し

て､ 選挙運動期間中でなくても常時､ 選挙運動

ができるようになった (第59条第３号)｡

また､ 改正前には ｢コンピュータ通信を利用

した選挙運動｣ とされていた規定が､ 改正によっ

て ｢情報通信網を利用した選挙運動｣ と改めら

れ､ インターネットを利用した選挙運動につい

て､ 明記されることになった (第82条の４)｡

これによって､ 選挙運動期間中には誰でも､ イ

ンターネットホームページ又はその掲示板､ チャッ

トルームなどに選挙運動のための情報を掲示し

たり､ 電子メールを送ったりするといった方法

で､ 選挙運動を行うことができるようになった｡

一方で､ インターネットを利用して､ 候補者や

その配偶者､ 親族などに関する虚偽の事実を流
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布したり､ 誹謗を行ったりしてはならないこと

も定められた｡

さらに､ インターネットを利用した不正な行

動等を監視・規制するための条項も設けられた｡

インターネットメディアの選挙報道が公正か

どうかを審議するインターネット選挙報道審議

委員会 (第８条の５､ 第８条の６) や､ インター

ネットを利用した不正選挙を監視するサイバー

選挙不正監視団 (第10条の３) の設置が規定さ

れた｡ また､ インターネットに違法な情報が掲

示されるなどした場合､ 選挙管理委員会 (以下

｢選管委｣ とする｡) が情報通信サービス提供者

に対し､ その削除や送信情報に対する取扱の拒

否・停止・制限を要請できるようにした (第82

条の４)｡ 加えて､ インターネットメディアが

当該インターネットサイトの掲示板やチャット

ルームなどに選挙に関する意見を掲示すること

ができるようにする場合には､ 意見を掲示した

者の実名を確認できるようにすることを義務付

ける ｢インターネット実名制｣ が導入された

(第82条の６)｡

このうち､ インターネット実名制については､

審議の過程で､ 表現の自由を脅かすものではな

いか､ という批判が､ 市民団体などから提起さ

れた｡ インターネット実名制は､ インターネッ

ト上の掲示板に､ 匿名で特定候補に対する誹謗

が行われることを防止しようとして導入された

ものである｡ これに対し､ インターネットを用

いた選挙運動を活発に行っている市民団体は､

｢国家による検閲｣ ｢憲法違反｣ として強く反

発した(４)｡

なお､ 2004年の総選挙では､ インターネット

実名制は施行が事実上留保された｡ 選管委は､

対象インターネットメディアに関する定義が曖

昧であり､ 信用情報会社や行政自治部などと連

携した実名認証システムの構築が完了していな

い､ として､ インターネット実名制違反が摘発

されても､ 罰金は科さず､ 警告程度の対応にと

どめたためである(５)｡

�� メディアを利用した選挙運動の拡大

各選管委に選挙放送討論委員会が設置され

(第８条の７)､ 同委員会が選挙運動期間中の候

補者の対談・討論会､ 選挙運動期間前の各党の

代表などによるテレビ放送を利用した政策討論

会を開催することとされた (第82条の2､ 第82条

の３)｡ また､ 政党は国会議員の比例代表選挙

において選挙運動期間中､ 新聞広告や TV､ ラ

ジオを利用した放送広告ができることとなり

(第69条第１項第２号､ 第70条第１項第２号)､ メ

ディアを利用した選挙運動の幅がより広げられ

た｡

�� 新たに立候補しようとする予備候補者の

選挙運動保障

これまで､ 新たに選挙に立候補する新人は､

事前選挙運動を行うことができず､ 現役議員に

比べて不利な状況に置かれていた｡ それが改め

られ､ 選挙日の120日前から､ 管轄選管委に予

備候補者として登録すれば､ 名刺配布､ Ｅメー

ルや印刷物の送付､ 選挙事務所設置など､ 制限

的に選挙運動ができるようになった (第60条の

２､ 第60条の３)｡ ただ､ 今回の改正法が施行さ

れた時点では､ 総選挙まで30日程度しか残され

ていなかったため､ 今回の総選挙に関してはさ

ほど意味がなかった(６)｡

�� 選挙公営制の拡大

選挙運動において､ 公費で賄われる部分が増

え､ 金銭面での候補者の負担が減ることになっ
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た｡ 選挙法には､ 候補者登録を申請する際に納

付する寄託金の返還 (第57条第１項) や､ 候補

者が選挙運動のために支出した選挙費用の公費

による補填 (第122条の２) に関する規定が置か

れている｡ 今回､ 寄託金の返還や選挙費用の補

填に関し､ 選挙区において有効投票総数の15％

以上を得票した場合には全額が､ 得票率が10％

以上15％未満であった場合には50％が､ それぞ

れ返還・補填されることに改められた｡ これに

より､ 寄託金返還要件や選挙費用の補填要件が

以前より緩和されるとともに､ 得票率によって

差別化されることとなった｡ なお､ 比例代表選

挙については､ 当選者が１人でもいれば､ 全額

が返還・補填されることとなっており､ 改正前

後で変更はない｡

�� 候補者情報の公開

候補者に関する情報の広報が充実し､ また候

補者に関する情報を証明する証明書の提出義務

が拡大した｡

候補者登録を行う際､ これまでも兵役状況､

納税実績､ 前科記録などに関する証明書類の提

出が求められていた｡ 今回の改正により､ 納税

実績に関し､ 候補者のみならず､ その配偶者及

び直系尊卑属の最近５年間の所得税､ 財産税､

総合土地税の納付及び滞納に関する証明書を提

出しなければならなくなった｡ また､ 学歴を選

挙公報やホームページなどに載せようとする場

合､ 学歴に関する証明書の提出も義務づけられ

た｡ これらの候補者情報は､ 投票案内に同封さ

れ､ 各世帯に発送することも規定された (第49

条第４項､ 第13項)｡

� 選挙費用の透明性強化

選挙費用の透明性を高めるため､ １回20万ウォ

ン(７) 以上の選挙費用を支出する時は､ 実名が

確認できるクレジットカード､ 小切手又は口座

入金の方法で支出しなければならず､ 現金支出

は選挙費用制限額の10％を超過してはならない

こととされた (第127条第４項､ 第５項)｡

また､ 選挙費用の収入・支出報告書が選管委

のホームページを通じても公開されることになっ

た (第133条)｡ さらに､ 選管委は選挙費用の収

入と支出に関して必要な場合､ 常時､ 関係者を

調査したり､ 関係者に資料の提出を要求するこ

とができるようになり (第134条第１項)､ 金融

機関の長に対し､ 違法な選挙費用を授受した疑

いがある者の金融取引資料の提出を要求するこ

とができるとされた (同条第２項)｡

� 選挙犯罪に対する取締の実効性確保

選挙犯罪に対しては､ より厳しい制裁が行わ

れるようになった｡

当選無効となる選挙犯罪の範囲が拡大した｡

選挙費用制限額の200分の１を超過支出し､ 選

挙事務長又は選挙事務所の会計責任者が懲役刑

又は300万ウォン以上の罰金刑の宣告を受けた

場合や､ 選挙事務所の会計責任者が会計報告書

を提出しなかったり､ 虚偽記載をしたりしたこ

とによって同じ刑の宣告を受けた場合にも､ そ

の候補者の当選は無効となることになった (第

263条)｡ また､ 選挙事務長や選挙事務所の会計

責任者などの選挙犯罪によって当選無効となる

刑の要件が､ 懲役刑又は300万ウォン以上の罰

金刑となり､ 犯罪の種類に政治資金不正授受罪

が追加されて､ 連座制が強化された (第265条)｡

他には､ 次のような諸条項が改められた｡

・飲食物その他金品の提供を受けた者には､ そ

の提供を受けた金額又は飲食物・物品価格の

50倍の過怠料を課す (第261条第５項)｡

・選挙犯に関する裁判において､ 被告人が２回

以上正当な事由なしに欠席した場合､ 被告人

の出席がなくても､ 裁判を進行できる (第270

条の２)｡

・形事訴訟法による現行犯及び準現行犯が､ 選

挙犯罪の調査と関連した同行要求に応じない
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� １ウォンは約0.1円｡



場合､ 300万ウォン以下の過怠料を課す (第2

61条第２項第２号)｡

・選挙犯罪によって､ 当選無効とされた者は､

返還された寄託金や､ 補填を受けた選挙費用

を返還しなければならない (第265条の２)｡

・選挙犯罪によって当選無効とされた者は､ 起

訴された後､ 判決が確定する前に辞職した場

合であっても､ その補欠選挙等の候補者にな

ることができない (第266条第２項)｡

・選挙犯罪に関する申告､ 捜査への協力､ 犯人

検挙のための情報提供活動などを行った者を

保護するため､ 特定犯罪申告者保護法の諸規

定が準用され､ 選挙犯罪申告者への褒賞金を

支給できる (第262条の２､ 第262条の３)｡

・政治資金不正授受罪を犯した者又は公選公職

者として在任中職務と関連する収賄罪等を犯

した者は､ 選挙犯と同じく､ 一定期間､ 選挙

権と被選挙権を有しない (第18条第１項第３

号､ 第19条第１号)｡

２ 政治資金に関する法律

今回､ 政治資金法は､ その目的から改正され

た｡ ｢政治資金の収入と支出の内訳の公開｣

｢透明性の確保｣ ｢政治資金と関連する不正の防

止｣ などが目的として明確に規定され (第１条)､

これらに関連する条文の改正が行われた｡ また､

政治資金の集め方についても､ 法人・団体によ

る寄附の禁止､ 資金調達方法の多様化､ 寄附や

受領の限度額の大幅な引き下げといった重要な

変更が行われている｡

� 政治資金の集め方

韓国では､ 政党や国会議員などは､ 基本的に

後援会を通じて政治資金を集めることになって

いる｡ 後援会とは､ 後述する ｢後援会指定権者｣

に対し､ 政治資金を寄附することを目的として

設立・運営される団体のことを言う (第３条第

８号)｡ 後援会は､ 管轄の選管委に登録した後､ 会

員から後援金を受けたり､ 会員ではない者から金品

を受領したりして､ これを当該後援会指定権者に寄

附することができる (第６条)｡

改正前には､ 後援会を通じて政治資金の調達

ができるのは､ 政党の中央党や市道支部､ 地区

党､ 国会議員やその候補者などであった｡ 今回

の改正によって､ 後援会を通じて政治資金を調

達することができる ｢後援会指定権者｣ として､

政党の中央党､ 市道党 (政党の構成については後

述Ⅱ－3－� 参照)､ 国会議員､ 大統領候補者を

選ぶ党内選挙の予備候補者､ 地域区の国会議員

選挙の候補者と予備候補者､ 政党の代表選挙の

候補者が明記された (第５条)｡ 後援会指定権

者はそれぞれ１つの後援会を指定することがで

きる｡

後援会に政治資金を寄附することができるの

は､ 個人のみとなり､ 国内外の法人又は団体に

よる政治資金の寄附は禁止された (第12条)｡

また､ 国内外の法人又は団体と関連した資金か

ら政治資金を寄附することができないことも定

められた｡ これらは､ 政治家と企業等の癒着関

係を断つことを目的としている｡

後援人 (後援会の会員及び会員ではない個人)

が後援会に寄附できる金額や､ 後援会が受領で

きる金額の限度額が大幅に引き下げられた (第

６条の２､ 第６条の３｡ 表２参照)｡ 特に１人の

後援人が寄附できる限度額の引き下げ幅が大き

いことが注目される｡ また､ 個人の寄附に対し､

10万ウォンまでは税額控除し､ それ以上につい

ては所得控除するという免税措置が新たに盛り

込まれた (第27条)｡ さらに､ 後援会の政治資

金の調達方法が多様化され､ 新たにクレジット

カード､ 預金口座入金､ インターネット電子決

済システム等による方法でも､ 政治資金を集め

ることが可能になった (第６条の４)｡ ただし､

これまでは認められていた集会による資金集めは

禁じられた｡ これらの改正によって､ 少額の政

治資金を多数の者から集めるという方向で政治

資金のあり方を改革することが企図されている｡

� 政治資金収入・支出の透明化

政治資金の透明性確保のために１回100万ウォ

レファレンス 2004.６42



ン以上の寄附と１回50万ウォン以上の支出は小

切手､ 預金口座入金､ クレジットカードなど実名

が確認される方法に限り､ 現金支出は年間支出

総額の20％を超過することができないことが規定

された (第２条第４項)｡

政治資金の収入・支出の透明化のために政党､

後援会､ 後援会を置く国会議員､ 公職選挙候補

者などは､ 会計責任者を選任し､ 管轄選管委に

申告しなければならないことが定められた (第22

条の２)｡ 政治資金の収入・支出については､ 会

計責任者だけが扱うことができ､ 政治資金を受領・

支出する際には､ 選管委に申告した預金口座を

通じて行わなければならないことになった (第22

条の３)｡ 政治資金の受領は､ 複数の口座を通じ

て行うことができるが､ 支出は１つの口座を通じ

てしか行うことができないとされた｡

国会議員候補者などの後援会に対して年間120

万ウォン､ 又は政党の中央党､ 大統領候補者を

選出する党内選挙の予備候補者の後援会に対し

て年間500万ウォンを超過して寄附した高額寄附

者については､ 人的事項及び寄附した金額が公

開されることになった (第24条の２)｡

� 政党に対する補助金

政党に対する補助金に関しては次のようになっ

た (第17条､ 18条)｡ 国家は政党に対する補助金

として､ 最近実施された国会議員総選挙の選挙

権者総数に800ウォン (大統領選挙､ 総選挙､ 同時

地方選挙がある年度には､ それぞれの選挙ごとにさら

に800ウォンずつ追加する(８)) を乗じた金額を､ 毎

年､ 予算に計上しなければならない｡

補助金の配分方法は次の通りである｡ なお､

配分方法については､ 今回の改正では､ 特に大き

な変更はなかった｡

国会法第33条第１項の規定により､ 20人以上

の所属議員がいて､ 同一政党の所属議員で交渉

団体を構成している政党に対しては､ 補助金全

体の50％を､ 政党別に均等に分割して配分する｡

所属議員が20人に満たず､ 交渉団体を形成でき

ない政党の場合､ ５人以上の所属議員がいる政

党については､ 補助金の５％ずつを配分する｡ 所

属議員が５人未満の場合は､ ① 最近実施された

総選挙に参加し､ 得票率が２％を超えた政党､

② 最近実施された総選挙に参加し､ 得票率が２

％未満だった政党で､ 政党として議席を持ってい

る政党の場合には､ 最近全国的に実施された地
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表２ 後援人及び後援会の寄附の年間限度額 (単位：ウォン)

改 正 前 改 正 後

１人の後援人が後援会に寄附できる限度額 (総枠制限) １億2,000万 2,000万

１人の後援人が一つの後援会に対して寄附できる限度額 (個別制限)

中央党の後援会に対し １億 1,000万

市道党� の後援会に対し １億 500万

国会議員の後援会� に対し 2,000万 500万

後援会が集めることができる限度額�

中央党の後援会 200億 50億

市道党の後援会 20億 ５億

国会議員の後援会 ２億 １億5,000万

(出典) ｢政治資金に関する法律｣ をもとに作成｡

� ｢市道党｣ は改正前は ｢市道支部｣｡

� ｢国会議員の後援会｣ には国会議員候補者の後援会も含む｡

� 選挙がある年度には､ その選挙に関係する政党や候補者などの後援会が集めることができる限度額は２倍になる｡

� ただし､ この追加分については､ 当該選挙に参加しなかった政党には､ 配分・支給されない｡ 参加する政党に

は､ 候補者登録の締切日から２日以内に支給される｡



方選挙において､ 得票率が0.5％を超えた政党､

③ 最近実施された総選挙に参加しなかった政党

の場合には､ 全国的に実施された直近の地方選

挙において､ 得票率が２％を超えた政党について

は､ 補助金の２％ずつを配分する｡

以上によって配分された補助金の残余分の50

％は､ 国会に議席を持つ政党に議席数の比率に

応じて配分し､ さらにその残余分は最近実施され

た総選挙の得票率によって配分する｡

こうして配分された補助金は､ 毎年四半期ごと

に均等分割されて各党に支給される｡

また､ 市道議会選挙において､ 多くの選挙区

で女性候補を擁立した政党に対し､ 公職候補者

女性推薦補助金を支給するという規定 (第17条の

２) が､ 2002年３月の改正で新設されたが､ 今

回の改正により､ 国会議員の選挙もその対象となっ

た｡

国家は､ 任期満了による総選挙又は市道議会

議員選挙がある年度には､ 政党法第31条第６項

の規定による補助金として､ 最近実施された総選

挙の選挙権者総数に100ウォンを乗じた金額を予

算に計上しなければならない｡ 総選挙や､ 市道議

会議員選挙において､ 全国の３割以上の選挙区

で女性の候補者を推薦した政党に対しては､ 公

職候補者女性推薦補助金総額の半分は国会議席

数の比率､ もう半分は総選挙での得票率に応じ

て配分する｡ ただ､ 2004年の総選挙においては､

主要政党のうち､ ３割以上の選挙区で女性の候

補者を擁立した政党はなかった｡

� 政党の会計処理の透明性強化

政党内部の会計処理についての規定も設けられ

た｡

政党は､ 政治資金の支出を公開し､ 民主的に

処理するために､ 予算決算委員会の構成及び運

営､ 購入品の支出決議書に関する事項など､ 会

計処理に関する手続を党憲・党規に定めることが

義務づけられた｡ 中央党の予算決算委員会は四

半期ごとに政治資金の収入・支出金額及び内訳

等を確認､ 監査し､ その結果を党員に公開する

ことになった (第22条の４)｡

政党と後援会の会計責任者が会計報告をする

時には､ 代議機関又は予算決算委員会の審査､

議決を経なければならず､ 政党の中央党とその後

援会は､ 非党員で公認会計士協会の推薦を受け

た公認会計士の監査意見書を添付しなければなら

ない (第24条第８項)｡ 不法な監査があった場合

には処罰される (第32条第１項第10号)｡

政党・後援会の会計責任者などが､ 違法な行

為を行った場合には､ その行為者を罰するのに加

え､ その政党や後援会などに対しても罰金刑が科

されることになった (第33条の２)｡

３ 政党法

政党法の改正点としては､ 主に､ 地区党の廃

止を始めとする政党の構成の変更､ 公職選挙の

候補者の党内選挙に関する規定の新設､ 女性議

員の増加策の強化が挙げられる｡

� 政党の構成の変更

改正前には､ 政党は首都に置かれる中央党､

国会議員地域選挙区を単位とする地区党で構成

し､ 必要な場合には､ 特別市・広域市・道に党

支部を､ 区・市・郡に党連絡所を置くことがで

きるとされていたが､ 今回の改正によって､ 中央

党と､ 特別市・広域市・道に置かれる市道党に

よって構成されることになった (第３条)｡ 地区

党が廃止されたのは､ 地区党が地区党委員長に

よる事実上の ｢私党｣ になってしまうことや､ 地

区党があることによって政治に金がかかりすぎる､

といったことが､ その理由とされている(９)｡ 政党

の構成がスリム化されるのと同時に､ 政党の有給

事務職員数についても､ 中央党は100人以内､ 市

道党は５人以内に縮小することが定められた (第

30条の２第１項)｡

さらに､ 中央党は政党の予算と決算及び会計
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監査を確認､ 監査するため､ 予算決算委員会を

設置することが義務づけられ (第29条第２項)､ ま

た､ 国庫補助金の配分対象となる政党は､ 政策

の開発・研究活動を促進するために､ 中央党に

政策研究所を別途法人として設立することも規

定される (第29条の３) など､ 政党の会計や政策

活動のための機関に関する規定が加えられた｡

なお､ 2002年に行われた新千年民主党の大統

領候補者選挙の際､ インターネットを通じた投票

の合法性が問題となった｡ そこで､ 今回の改正に

より､ 政党活動のインターネット時代への対応と

して､ 電子署名がある電子文書によっても入党申

請及び脱党申告書の提出ができるようになり (第

20条､ 第23条)､ 代議機関の決議が､ 電子署名を

通じても議決できることとなった (第29条の２)｡

� 公職選挙の候補者の党内選挙に関する規定

の新設

2002年以降､ 大統領候補者を初めとする各種

公職候補者を党内選挙で選ぶ動きが広がる中で､

それに関する規定が設けられることになった｡

政党は公職選挙の候補者を推薦するため､ 党

内選挙を実施することができると規定された (第

31条第２項)｡ 党内選挙が実施された場合､ 党内

選挙の候補者となった者のうち､ 候補者として選

出されなかった者は､ その公職選挙において候補

者登録をすることができないようになった (同条

第３項)｡ また､ 補助金の配分対象となる政党は､

党内選挙の事務のうち､ 投開票事務などを選管

委に委託することができるとされた (第31条の４)｡

� 女性議員の増加策の強化

国会議員選挙における比例代表の候補者につ

いて､ これまでは３割以上を女性としなければな

らないとされていたが､ それが５割以上へと引き

上げられた (第31条第４項)｡ その結果､ 2004年

の総選挙において､ 主要政党は比例代表の候補

者の半分以上を女性とし､ 当選者の半分以上を

女性が占めることになった (後述Ⅳ－１参照)｡ ま

た第31条第６項では､ 政治資金法第17条の２の

規定により支給される女性推薦補助金の追加支

給について定められている (前述Ⅱ－２－� 参照)｡

Ⅲ 韓国の政党

本章では､ 2004年の総選挙で国会に議席を得

た主要な政党について､ 歴史的な経緯も含めて詳

しく見ていくこととする｡

１ 開かれたウリ党

｢ウリ｣ とは韓国語で ｢私たち｣ の意であり､

｢ウリ党｣ とは ｢我が党｣ を意味している｡

2002年の大統領選挙では､ 金大中政権の与党

であった新千年民主党に所属していた盧武鉉候

補が､ 最大野党ハンナラ党の李会昌
イ・フェチャン

候補を破り

当選した｡ 与党の候補者が大統領に当選したと

いうことで､ 民主党政権が継続することになった

わけである｡ しかし､ この選挙の後に､ 民主党内

の対立が激化し､ 2003年９月には､ 鄭東泳
チョン・ドンヨン

議員

ら､ 盧武鉉大統領に近い議員たちが民主党を離

党した｡ 11月になって､ 民主党を離党した勢力を

中心に､ 李富栄
イ・ブヨン

議員らハンナラ党を離党した勢

力､ 柳時敏
ユ・シミン

議員らの改革国民政党 (改革党) な

どが統合する形で､ この時点ではウリ党が結成さ

れた｡ 盧武鉉大統領自身は､ 民主党を離党した

ものの､ この時点ではウリ党には入党しなかった｡

ウリ党は盧武鉉政権の事実上の与党となったが､

結成時には国会内の議席数が２割に満たない

｢ミニ与党｣ であった｡

もともと､ 民主党を与党とする盧武鉉政権は､

ただでさえ野党ハンナラ党に国会の過半数の議席

を握られ､ 少数与党政権としての困難さに直面し

ていたにも関わらず､ 民主党は分裂し､ 与党勢力

はさらなる少数派に転落することになった｡

これまでも韓国では､ 大統領が交代するとたい

てい､ 新たな ｢大統領党｣が形成されてきた(10)｡
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民主化以前には､ 朴正煕
パク・チョンヒ

元大統領は1963年に民

主共和党､ 全斗煥
チョン・ドゥファン

元大統領は1981年に民主正義

党をそれぞれ結党した｡ また､ 盧泰愚
ノ ・ テ ウ

元大統領

は選挙時には民主正義党だったものの､ 1990年

には野党を糾合して民主自由党 (以下 ｢民自党｣

とする｡) を結党､ 少数与党の状態から脱却し

た｡ 金泳三
キム・ヨンサム

元大統領も民自党の候補者として大

統領になった後､ 1996年の総選挙を前に､ 新韓

国党に改名した｡ 金大中前大統領も､ 新政治国

民会議を2000年の総選挙を控えて､ 新千年民主

党と改めた｡ 現在の盧武鉉大統領も､ これまで

と同様､ 新たに ｢大統領党｣ を形成したことに

なる｡

ところで､ 民主党を分裂させてまで､ 新たな

与党が結成されることになった背景には､ 2004

年の総選挙における勝利への展望が関係する｡

盧武鉉大統領にとっては､ 国会において少数

与党に甘んじている状況から脱却するために､

総選挙で与党が勝利することが最大の課題であっ

た｡ 2002年の大統領選挙後､ 民主党内の盧武鉉

大統領に近い勢力は､ 人心を一新し､ 抜本的な

党改革を行うことによって､ 民主党が地域主義

政党から脱却して､ 全国政党となることを主張

した｡ ｢金大中党｣ ｢湖南 (全羅道) 党｣ のイ

メージが強い民主党のままでは､ 嶺南圏 (慶尚

道) において議席の獲得はまず見込めない｡ 慶

尚道は反金大中感情が強く､ すべての議席をハ

ンナラ党が占めていた｡ 慶尚道は議席数も多く､

ここをハンナラ党に握られていては､ 国会にお

いて多数の議席を勝ち取ることは難しい｡ 全羅

道だけではなく､ 慶尚道も含めた幅広い地域に

おいて議席を獲得するためには､ 全羅道色が強

い､ 古い民主党の体質から抜け出すことが不可

欠であったのである｡

これに対して､ 金大中前大統領に近い全羅道

選出の議員たちが反発して､ 民主党内の対立が

激化した｡ 結局､ 盧武鉉大統領に近い勢力は民

主党を離党し､ 新党を結成することによって､

総選挙での勝利を目指すことになった｡

ウリ党は2003年11月の結成当初､ 支持率は低

く､ 2004年４月の総選挙での勝利が危ぶまれて

いた(11)｡ しかし､ 2004年１月の全国選挙人団

大会において､ 若手改革派として知名度が高い

鄭東泳議員を党議長に選出したのを機に､ 支持

率が上昇した｡

鄭東泳(12) 議長は1953年生まれで､ もともと

はMBC (文化放送) の記者だったが､ 金大中

前大統領に薦められて､ 1996年の総選挙に立候

補し､ 全国最多得票で当選した｡ 2000年８月に

は､ 最年少で民主党の最高委員となり､ 若手の

代表格として党改革を主張してきた｡ 2002年に

は大統領候補者選挙に出馬し､ 多くの候補者が

途中で辞退する中､ 最後まで現大統領の盧武鉉

候補との選挙戦を続けた｡ 盧武鉉氏が民主党の

大統領候補者に決定した後には､ 一貫して盧武

鉉候補を支えた｡ 盧武鉉政権発足後は､ 盧武鉉

大統領に近い ｢新主流｣ の代表格として､ 地域

主義を打破する改革新党の創立に力を入れてい

た｡

鄭東泳議長が率いるウリ党は､ 2004年３月､

国会で圧倒的な多数を占める野党が､ 大統領弾

劾訴追案の採決を行おうとした際､ 本会議場の

議長席を占拠するなどして､ これを物理的に阻

止しようとした｡ これに対し､ ハンナラ党出身

の朴寛用
パク・グァンヨン

国会議長が､ 秩序維持権を発動したた

め､ ウリ党の議員たちは本会議場の外へ引っ張

り出され､ 弾劾訴追案の可決を阻止することは

できなかった｡

しかし､ 大統領の弾劾は国民の非難を浴びた｡

多くの国民は盧武鉉大統領を支持していたわけ

ではなかったが､ 政治の安定を望み､ 大統領弾

劾には反対していた｡ ウリ党は､ このような世
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論の支持を集め､ 急速に支持率を伸ばして､

総選挙での勝利が確実視されるようになった｡

ところが､ ウリ党の勝利までの過程は順調な

だけではなかった｡ すなわち､ 選挙期間に入っ

てから､ 鄭東泳議長が ｢60代､ 70代の人たちは

投票しなくてもよい｣ と発言し､ 国民からの批

判を受けることになったのである｡ そこで､ 鄭

東泳議長は投票日の３日前に､ 選挙対策委員を

辞し､ 自分自身の選挙への立候補も取り下げ､

捨て身の訴えを行った｡ これが功を奏し､ ウリ

党は特に20代や30代の若い世代の支持を集め(13)､

総選挙の結果､ 首都圏をはじめ､ 忠清､ 湖南で

も圧勝し､ 100議席以上を増やして､ 過半数へ

と躍進することになった｡ 自らを犠牲にしてま

でウリ党を勝利に導いた鄭東泳議長は､ 次期大

統領選挙の有力な与党候補になると見られてい

る(14)｡

ただ､ 新人議員が多数を占める党内は必ずし

も一枚岩ではないと言われる｡ 『朝鮮日報』 は､

今回の総選挙で当選した152名を､ 在野・学生

運動出身35名､ 盧武鉉大統領直系26名､ 中道派

32名､ 専門家グループ51名､ 地方議員など８名

と分類し､ 今後､ 離合集散も予想されるとして

いる(15)｡

５月に憲法裁判所が大統領の弾劾訴追を棄却

したのを受け､ 盧武鉉大統領は職務に復帰した｡

盧武鉉政権が再始動するに当たり､ 鄭東泳議長

は党議長職を辞任し､ 後任に辛基南
シン・ギナム

常任中央委

員が就いた｡ さらに､ 盧武鉉大統領のウリ党へ

の入党を経て､ ウリ党は与党としてより実質的

な役割を果たすことになった｡

２ ハンナラ党

｢ハンナラ｣ とは､ 韓国語で ｢一つの国｣

｢偉大な国｣ を意味する｡

ハンナラ党は韓国南東部の慶尚道を基盤とす

る政党で､ 2004年４月の総選挙の前までは､ 国

会の過半数の議席を持つ最大野党であった｡ 盧

泰愚政権期に､ それまでの与党であった民主正

義党､ 金泳三氏らの統一民主党､ 金鍾泌
キム・ジョンピル

氏らの

新民主共和党の３党が合同して1990年､ 民主自

由党が結成された｡ 民自党は金泳三政権期の

1995年に新韓国党となり､ 1997年にハンナラ党

となった｡

金泳三政権までは与党であったが､ 1997年の

大統領選挙で李会昌候補が新政治国民会議の金

大中候補に敗北し､ 野党に転落した｡

2000年の総選挙では第一党となり､ 李会昌総

裁は一時､ 次期大統領確実とまで言われていた｡

しかし､ 2002年12月の大統領選挙では､ 北朝鮮

の核問題が焦点化する中､ 李会昌候補は北朝鮮

に対する強硬な姿勢を打ち出したものの､ 核問

題の平和的な解決を主張する盧武鉉候補に破れ､

政権奪回を果たせなかった｡ 盧武鉉政権下では､

最大野党として政権に対する対決姿勢を強める

ことになった｡

2003年６月には､ 崔 秉 烈
チェ・ビョンニョル

議員が代表に選出

された｡ このときの代表選挙は､ 選挙人団の数

が23万人というかつてない大規模なもので､ 韓

国史上最大規模の党内選挙であった｡ ただし､

選挙人団には､ 20代､ 30代の若い世代が少なく､

高齢者偏重の選挙人団の構成となっていたため､

新聞各紙に ｢敬老党｣ ｢老衰政党｣ などと皮肉

られた(16)｡ この選挙は､ 選挙人団の規模で見
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ると､ 過去とは比較にならない多くの人々が党

代表の選出に参加したわけであり､ その点では

前進であったと言える｡ しかし､ 選挙人団の中

に､ より積極的に参加する傾向を持つ若年層が

ほとんどいなかったことから､ 政党民主化とい

う点では限界があった､ とする評価がある(17)｡

こうして選出された崔秉烈代表であったが､

2004年４月の総選挙を前に､ 若手議員からの党

の刷新要求を受けて､ 代表辞任へと追い込まれ

ることになった｡ 2002年の大統領選挙時の政治

資金疑惑が取りざたされ､ 総選挙に対する危機

感が高まっており､ 多くの国会議員が逮捕され

た不正資金疑惑は､ ハンナラ党にとって決定的

な打撃であると捉えられたのである｡

2004年３月12日には､ 崔秉烈代表や洪思徳
ホン・サドク

院

内総務らが主導して､ 国会で大統領の弾劾訴追

決議を可決させた｡ しかし､ 大統領の弾劾に対

する国民の反発を受け､ ハンナラ党の支持率は

急落することになった｡

総選挙を控え､ ハンナラ党が大統領選挙の不

正資金と弾劾反対の世論の高まりという二重の

向かい風にさらされる中､ ３月23日に行われた

臨時党大会では､ 朴正煕元大統領の長女である

朴槿恵
パク・クネ

議員(18) が代表に選出された｡ この選挙

では当初､ 洪思徳議員が優位と見られていたが､

朴槿恵議員が洪思徳議員を予想外の大差で下し

て代表に当選した｡ 院内総務として弾劾可決を

推進した洪思徳議員よりも､ クリーンなイメー

ジがあり､ 弾劾反対の世論に配慮して憲法裁判

所の決定を尊重するとしていた朴槿恵議員に支

持が集まったと言える｡ 与党のウリ党が新議長

に鄭東泳議員を据えたことから支持率を上げた

のに対抗して､ 腐敗政党というハンナラ党のマ

イナスイメージを一新するには最適の人物だっ

たのである｡

韓国において､ 女性が主要政党の党首となっ

たのは､ 1956年に野党であった民衆党の代表に

朴 順 天
パク・スンチョン

氏が選出されたとき以来39年ぶりのこ

とである｡ 朴槿恵代表の父親である朴正煕元大

統領は､ ｢漢江の奇跡｣ と言われる経済成長を

実現させたことで､ 韓国では歴代大統領中､ 最

も高く評価されていると言われる｡ 1974年８月

15日の独立記念式典の際､ 在日韓国人青年

文世光
ムン・セグァン

による朴大統領暗殺未遂事件が起き､

このとき朴正煕元大統領の妻であり､ 朴槿恵氏

の母である陸英修
ユク・ヨンス

氏は流れ弾に当たって死亡し

た｡ 以後､ 朴槿恵氏は22歳で韓国のファースト

レディー役を務めることとなった｡

朴槿恵氏は1998年の補欠選挙で初当選し､ ハ

ンナラ党副総裁となったものの､ 2002年２月､

李会昌総裁と党改革を巡り対立し､ ハンナラ党

を離党して､ 韓国未来連合という超ミニ政党を

結党した｡ ５月には北朝鮮を訪問し､ 金正日
キム・ジョンイル

国

防委員長と会談している｡ 12月の大統領選挙直

前に ｢党改革案を受け入れる｣ と李会昌大統領

候補に認めさせ､ ハンナラ党に復帰し､ 選対委

議長として､ 大統領選挙を陣頭指揮した｡

総選挙では､ 現役議員の約４割が引退や公認

漏れなどで立候補することができず(19)､ 比例

代表の候補者は全員を新人とする(20) など､ 新

陳代謝が進んだ｡ 朴槿恵新代表による腐敗政党

のイメージ払拭が功を奏し､ 一時は惨敗も予想

されていたハンナラ党は､ 第一党の座こそウリ

党に譲ったものの､ 嶺南での議席を守り､ 121

議席を獲得した｡ 一方で､ 弾劾を推進した洪思

徳前院内総務は落選し､ 崔秉烈前代表は総選挙

に出馬することすらできなかった｡ ハンナラ党

を危機から救った朴槿恵代表は2007年の大統領

選挙の候補者として大きな足がかりをつかんだ

とも見られる(21)｡
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３ 民主労働党

民労党は､ 民主､ 平等､ 解放を掲げ､ 労働者

や農民などを基盤とする進歩政党である｡ 第16

代国会議員選挙を前にした2000年１月､ 労働組

合の二大ナショナルセンターのひとつである全

国民主労働組合総連盟 (民主労総) 関係者らを

中心として結成され､ 代表には権 永 吉
クォン・ヨンギル

氏が就

いた｡ 権永吉(22) 代表は慶尚南道山清
サンチョン

郡出身で､

1971年にソウル新聞記者となり､ パリ特派員な

どを経て､ 1989年､ ソウル新聞労働組合委員長

職務代行を務めた｡ 言論労連の委員長を経て､

本格的に労働運動に飛び込み､ 1996年には民主

労総初代委員長に選出されたという経歴を持つ｡

2000年４月の総選挙では､ 蔚山など21選挙区

に候補者を擁立したが全員が落選した｡

政党法第38条の規定では､ 総選挙で議席を得

ることができず､ ２％未満の票しか得られなかっ

た場合､ 政党の登録が取り消されることになっ

ている｡ 民労党は､ 各選挙区では平均13.1％を

得票したものの､ 全国得票率は1.18％で２％に

満たなかったため､ 選挙後､ 中央選挙管理委員

会によって政党の登録を取り消された｡ その後､

民労党は再登録して再起を期すこととなった｡

民労党が躍進したのが､ 2002年６月の地方選

挙である｡ この地方選挙を前に､ 選挙法が改正

され､ 地方選挙では選挙区と比例代表それぞれ

に投票する一人二票制となった｡ そこでは､ 政

党に投票する形式が初めて導入され､ 少数政党

も議席獲得が見込めるようになっていた｡

そして､ 実際に､ 市・道議会議員を選出する

比例代表の政党投票では､ 民労党は33万票を獲

得し９名が当選した｡ 政党得票率は8.1％に達し､

自由民主連合を抜いて､ ハンナラ 民主両党に次

ぐ第三党に踊り出た｡ 政治資金法第18条第２項

は､ 国会に議席を持っていなくても､ 全国的に

行われた選挙において2％以上を得票した政党

には政党補助金の２％を支給すると定めている｡

民労党は､ 所属国会議員がいない政党が政党補

助金をもらった初のケースとなった(23)｡

また､ 同年12月に行われた大統領選挙には､

権永吉代表が立候補し､ 3.9％の票を獲得した｡

地方選挙の比例代表で8.1％の票を得たのに比べ

れば少なかったものの､ 同じく権永吉代表が199

7年の大統領選挙で獲得した1.2％に比べれば3

倍以上の得票であった｡ 得票率が予想に比べて

低くなったのは､ 投票日前日に､ 鄭 夢 準
チョン・モンジュン

議員

が盧武鉉候補への支持を撤回したことによって

生じた危機感から､ 盧武鉉候補への投票呼びか

けが行われ､ 権永吉代表を支持する人々の一部

の票が盧武鉉候補に流れたためと思われる(24)｡

選挙戦では､ ハンナラ､ 民主両党の候補者と並

んでテレビ討論に参加したこともあり､ この選

挙を通じて､ 民労党の知名度が上がり､ 政策と

理念が知られるようになった(25)｡ 2004年の総

選挙では初の国会進出を達成し､ 一気に10議席

へと躍進した｡ 比例代表では８議席と健闘し､

選挙区でも権永吉代表など２名が当選を果たし

た｡

民労党は､ イラク戦争に反対し､ 派兵撤回を

最も強硬に主張しており､ 選挙後は､ ウリ党と

ハンナラ党に対し､ 大統領弾劾とイラク派兵撤

回を論議するための三者会談を呼びかけた｡ ま

た､ 富裕税導入などの改革政策や､ 国会議員の

補佐官のプール制導入を通じた政策力量強化を

提示するなど､ 第三党としての存在感を示し始
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めている(26)｡

４ 新千年民主党

民主党の基盤は韓国南西部の全羅道である｡

金大中氏が1995年に結成した新政治国民会議

(以下 ｢国民会議｣ とする｡) がその前身に当たる｡

自由民主連合 (後述｡ 以下 ｢自民連｣ とする｡)

と候補者を一本化して臨んだ1997年の大統領選

挙では､ 金大中候補が当選し､ 与党となった｡

2000年の総選挙の前には､ 全国政党化を目指し

て､ 自民連との合同による新党結成が目指され

たが､ 失敗に終わり､ 国民会議の看板架け替え

の形で､ 党名が新千年民主党へと変わった｡ そ

の後の総選挙では議席数を増やしたものの､ 第

一党をハンナラ党に奪われ､ 金大中政権は厳し

い政権運営を迫られた｡

2002年の大統領選挙を控え､ 初の国民参加型

の大統領候補者選挙を行い､ 盧武鉉氏を大統領

候補に選出した｡ 大統領選挙前､ 国民統合21の

鄭夢準議員と候補者を一本化し､ 投票日前夜に

鄭夢準議員が盧武鉉支持を撤回したものの､ イ

ンターネットによる若者の投票呼びかけが奏功

し､ 盧武鉉候補が大統領に当選した｡

盧武鉉氏が大統領に当選した直後から､ 民主

党内の盧武鉉大統領に近い勢力と金大中前大統

領に近い勢力の対立が表面化し､ 盧武鉉大統領

に近い勢力及び大統領自身が2003年９月に民主

党を離党すると､ 民主党は野党として盧武鉉政

権に対抗する立場となった｡

党分裂後､ 11月28日には､ 党大会で代表選挙

が行われ､ 代議員による投票の結果､ ベテラン

の支持を受けた趙 舜 衡
チョ・スンヒョン

議員が､ 若手の支持を

受けた秋美愛
チュ・ミエ

議員を破って当選した｡ 新たに発

足した指導部には､ 2002年の大統領選挙時には

盧武鉉候補の選挙を積極的に取り仕切った者が

多く､ ウリ党への対抗上､ 改革志向が強まった

と見られた(27)｡

2004年３月の大統領弾劾をめぐっては､ 以前

から ｢大統領が総選挙に介入するのであれば弾

劾も辞さない｣ と発言していた趙舜衡代表が積

極的に弾劾を進め､ ハンナラ党と連携して弾劾

訴追案可決へと導いた｡ しかし､ 弾劾は国民の

反発を買い､ 民主党の支持率は急落した｡

さらに､ 秋美愛議員が趙舜衡代表に対して党

刷新を要求し､ 党内の内紛が激化した｡ 秋美愛

議員が選挙対策委員長に就任し､ 総選挙に取り

組むことになったものの､ 選挙直前になっても､

両者は公認権を巡り対立を続け､ 党は分裂状態

にあった｡

結局､ 総選挙では地盤である全羅道において

もウリ党に議席を奪われ､ 50議席以上を減らす

惨敗を喫し､ 国会において交渉団体を結成でき

る20議席にすら遠く及ばない９議席となった｡

盧武鉉大統領と敵対し､ 旧来の敵であったハン

ナラ党と連携したことが､ 反ハンナラ党感情が

強い湖南の人々の支持を失った要因であると見

られる(28)｡ 趙舜衡代表､ 劉容泰
ユ・ヨンテ

院内代表､ 秋

美愛選対委員長ら党のリーダーがいずれも落選

し､ 党は存続さえ危ぶまれる状況に陥った｡ 金

大中前大統領が率いてきた伝統的な政党である

民主党は､ ここに弱小政党に転落することになっ

た｡

５ 自由民主連合

自民連は､ 韓国中部の忠清道を基盤とする｡

朴正煕政権で KCIA (韓国中央情報部) 部長や
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首相といった要職を務めた金鍾泌氏(29) は､ 198

7年の民主化以降､ 新民主共和党 (共和党) を

率いていたが､ 1990年に､ 盧泰愚政権の与党で

あった民主正義党などとともに民自党を結成し

た｡ 金泳三政権発足後の1995年､ 金鍾泌氏は金

泳三大統領と対立し､ 民自党を離党､ 旧共和党

の勢力を中心として自民連を結成した｡ 1997年

の大統領選挙では､ 大統領制から議院内閣制へ

の憲法改正を条件に新政治国民会議の金大中候

補を支持し､ 連立与党となった｡ しかし､ 金大

中大統領が経済回復を優先させたため､ 議院内

閣制への改憲は実行に移されず､ 連立与党間の

関係は悪化し､ 2001年には連立を離脱した｡

2000年総選挙では､ 地盤の忠清地域でも民主党

などに敗北し､ それまでの議席を３分の１に減

らす惨敗を喫した｡

2004年の総選挙では､ 大統領制を廃止して､

議院内閣制を導入することなどを主張したもの

の､ 地盤の忠清道においても､ 大半の議席をウ

リ党に奪われ､ 李仁済
イ・インジェ

副総裁ら４名が当選した

に留まった｡ 比例代表での得票率も３％に満た

なかったため､ 比例代表の議席が配分されなかっ

た｡ 比例代表の１位として立候補し､ 選挙前に

は国会における最多当選議員 (当選９回) であっ

た金鍾泌総裁も落選し､ 政界引退を表明した｡

金鍾泌総裁の引退は､ 民主化後の韓国政治をリー

ドしてきた金泳三､ 金大中､ 金鍾泌の三金時代

が終幕し､ 韓国政治が新たな段階に入ったこと

を明示するものであった｡

Ⅳ 総選挙の結果

本章では､ 2004年４月15日に行われた総選挙

の結果について､ 当選者の特徴や政策指向､ 地

域主義といった点について､ 述べておきたい｡

１ 当選者の特徴

今回の総選挙で当選した議員の特徴としては､

初当選議員が多いこと､ 40代の議員が３分の１

を占めること､ 女性の比率が上昇したことなど

が挙げられる(30)｡ 299名の議員のうち､ 初当選

議員が187名おり､ 全体の62.5％に達した｡ 前

回の総選挙の当選者中､ 再選されたのは29.4％

にすぎず､ 国会議員の７割が入れ替わることに

なった｡ 現役議員の７割が入れ替わるのは､ 世

界的に見ても極めて希有なことだと思われる｡

また､ 年齢別に見ると､ 30代が23名 (7.7％)､

40代が106名 (35.4％)､ 50代が121名 (40.5％)､

60代以上が49名 (16.4％)となっており､ 前回

に比べると60代議員が減り､ 40代議員が増えて

いる｡ なお､ 最高齢は72歳､ 最年少は33歳であ

る｡

さらに､ 女性は地域区で10名､ 比例代表で29

名が当選を果たし､ 女性議員は全体の13％となっ

た｡ 前回総選挙の地域区５名､ 比例代表11名の

5.9％から､ 女性議員の比率は大幅に上昇した｡

特に比例代表は56名のうちの半分以上が女性と

なったわけであり､ 前述した政党法改正の効果

が出たと言える｡ 主要各党は､ 単に比例代表の

候補者の半分を女性にしただけではなく､ 奇数

の順位を女性に割り当てたことによって､ 当選

可能圏に多くの女性候補者が名を連ねることに

なり､ 結果として､ 多くの女性が当選すること

になった(31)｡

２ 当選者の政策指向

次に､ 今回の総選挙で当選した議員が､ どの

ような政策指向を持っているのか､ 『東亜日報』

レファレンス 2004.６

韓国における政治改革立法と政党の動向

51

� 金鍾泌氏については ｢ (JP引退..三金歴史の中に／"

完全に燃焼…灰となった")｣ 『東亜日報』 2004.4.20.

� ｢ (若くなった17代国会／初当選187人…40代

が３分の１超えて)｣ 『朝鮮日報』 2004.4.17.

� ｢ ('生活政治'時代…汝矣島に女風吹く)｣ 『東亜日報』 2004.4.9.



の分析から見てみよう(32)｡

まず､ 反国家活動を規制している国家保安法

については､ 当選者全体の67.6％が ｢改正又は

代替立法｣ を主張し､ ｢廃止｣ 17.1％､ ｢維持｣

15.3％となっている｡ 政党別に見ると､ ウリ党

では ｢改正又は代替立法｣ が70％に達し､ ｢廃

止｣ も28.3％､ ｢維持｣ は1.6％であるのに対し､

ハンナラ党では､ 64.4％が ｢改正又は代替立法｣

で､ ｢維持｣ が35.5％になっている｡ ウリ党に

｢廃止｣ の意見が､ ハンナラ党に ｢維持｣ の意

見が比較的多く見られる｡

さらに､ 北朝鮮については､ 全体の88.3％が

対北経済支援に賛成であり､ 北朝鮮に対する強

硬策を取るべきという意見は11.7％にすぎない｡

北朝鮮の核保有を認めようという意見はなかっ

た｡ ウリ党は100％が経済支援に賛成である一

方､ ハンナラ党は75.6％が経済支援に賛成し､

24.4％が対北強硬策を主張した｡

韓国では政党間ではっきりとした政策の違い

を見出すのが難しいと言われる(33) 一方､ 外交・

統一政策は政策の違いが最も明確に表れる分野

であるとされている(34)｡ これまで､ ハンナラ

党は､ 北朝鮮に対して強硬な姿勢を取り､ 金大

中・盧武鉉両政権の対北融和的な政策に対して

厳しい批判を行ってきた｡ そのハンナラ党にお

いてすら､ 北朝鮮を敵視する国家保安法の改正

や､ 対北経済支援に賛成の議員が多数を占める

ようになったことは､ 状況の大きな変化を示す

ものと言えよう(35)｡

また､ 政界入りした時期の違いによって､ 政

策の指向に違いが見られた｡ 国家保安法の改正

や対北融和政策､ アメリカから自立した外交な

どに対する支持は､ 政界入りしてからの時間が

短い議員ほど高くなっている｡

なお､ 現在の韓国の憲法は､ 大統領の任期は

５年で再選はできないと規定しているが､ 今回

の当選者の63％が任期を４年とし再任を認める

｢大統領重任制｣ に賛成している｡

３ 地域主義

韓国の選挙においては､ 地域対立構造が明確

に表れると言われる(36) が､ 今回の総選挙では

どうだったのであろうか｡

まず､ 地域ごとの議席獲得状況を見ていこう

(表３)｡

首都圏においてウリ党がハンナラ党の倍以上

の議席を得､ さらにウリ党は湖南や忠清でも圧

倒的な強さを見せた｡ 湖南は伝統的に民主党の

牙城であったが､ ここでの議席を民主党はウリ

党に奪われることになった｡ 一方のハンナラ党

は､ 地盤の嶺南において圧勝した｡ ただし､ 選

挙前 (表４) には､ ハンナラ党がほぼ全議席を

独占していたこの地域において､ ウリ党や民労

党も議席を獲得し､ ハンナラ党の牙城への進出

を達成したことは､ 一つの大きな変化である｡

しかし､ 全体的に見渡してみると､ 西側の首都

圏､ 湖南､ 忠清をウリ党が制し､ 東側の嶺南､

江原をハンナラ党が制したと言え､ 議席獲得状

況からは､ 東西の地域対立構造が浮き彫りになっ

たと結論づけることができる｡
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� ｢ (政治の枠が変わる)｣ 上中下 『東亜日報』 2004.4.17,19,20.｡ このうち17日に掲載された

｢上｣ については､ ｢韓国分裂 下 反共の根幹揺らぐ｣ 『読売新聞』 2004.4.18.にも取り上げられている｡

� ｢ (４政党の主要イシューの立場)｣ 『世界日報』 2004.4.7.

� ｢ (ハンナラ・民主・ウリ党選挙公約点検)｣ 『東亜日報』 2004.3.30.

� 『文化日報』 は､ ハンナラ党の国家保安法に対する姿勢は李会昌総裁時代とは明確に変化したと報じている｡

｢ (<17代国会これが争点法案>

国家保安法-ウリ党 "代替立法" ハンナラ "補完")｣ 『文化日報』 2004.4.22.

� 若畑省二 ｢分析リポート 2000年韓国第16代国会議員総選挙 何が変わり､ 何が変わらなかったか？｣ 『アジ研

ワールド・トレンド』６巻８号, 2000.8, pp.37-43.など



その一方で､ 得票率を見ると (表５)､ 地域

主義が変容していることも分かってくる｡

ハンナラ党は嶺南において高い得票率を得た

半面､ 湖南では一ケタ台以下の非常に低い得票

率しか得られていない｡ 逆に民主党は湖南での

得票率が全国平均よりもかなり高く､ 嶺南での

得票率は低い｡ 自民連は地盤である忠清地域､

とくに大田と忠清南道での得票率が全国平均に

比して飛びぬけて高いことが分かる｡ 民主党や

自民連は､ 自らの地盤とする地域でも､ ウリ党

にことごとく議席を奪われたとは言え､ やはり

地盤においてはその他の地域に比べれば高い支

持を得ているのである｡

これら三党が､ これまでと同様､ 地域政党の

性格を帯びていることが明白であるのとは対照

的に､ ウリ党はハンナラ党の牙城である嶺南で

も20－30％台の支持を獲得しており､ 全国的に

見て､ それほど大きな偏りは見られない｡ 民労

党は現代自動車の労働組合員が多く住む蔚山で

高い支持を受けたのを除けば､ ほぼ全国で平均

的な得票率を得ている｡ 今回躍進したこれら二

党の得票構造を見る時､ 韓国政治における地域

対立構造が､ 徐々に変化しつつあることが認識

できよう｡

また､ ウリ､ ハンナラの二大政党は､ 政党名

に投票する比例代表の得票率が､ 選挙区での得

票率には届かなかった一方で､ 民労党は､ 比例

代表では選挙区の３倍近い支持を集めたことも

注目される｡ 選挙区と比例代表にそれぞれ投票

する一人二票制の導入によって､ 有権者の投票
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表３ 総選挙後の各党の地域別議席数

合 計 ウリ党 ハンナラ党 民労党 民主党 自民連 国民統合21 無所属

合 計 243 129 100 2 5 4 1 2

首都圏

ソウル市 48 32 16 0 0 0 0 0

仁 川 市 12 9 3 0 0 0 0 0

京 畿 道 49 35 14 0 0 0 0 0

109 76 33 0 0 0 0 0

湖 南

光 州 市 7 7 0 0 0 0 0 0

全羅南道 13 7 0 0 5 0 0 1

全羅北道 11 11 0 0 0 0 0 0

31 25 0 0 5 0 0 1

忠 清

大 田 市 6 6 0 0 0 0 0 0

忠清南道 10 5 1 0 0 4 0 0

忠清北道 8 8 0 0 0 0 0 0

24 19 1 0 0 4 0 0

済 州
済 州 道 3 3 0 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 0

嶺 南

釜 山 市 18 1 17 0 0 0 0 0

蔚 山 市 6 1 3 1 0 0 1 0

慶尚南道 17 2 14 1 0 0 0 0

大 邱 市 12 0 12 0 0 0 0 0

慶尚北道 15 0 14 0 0 0 0 1

68 4 60 2 0 0 1 1

江 原
江 原 道 8 2 6 0 0 0 0 0

8 2 6 0 0 0 0 0

(出典) ｢17代総選挙16市道別情勢｣ 『東亜日報』 2004.4.16.をもとに作成



行動が変化したことをここに見ることができる｡

４ 今後の国会・政治改革論議

新たに選出された国会が始まるのを前に､ 一

つの大きな焦点になると思われるのが､ 国会・

政治改革論議である(37)｡

一定の国民の発議と同意によって､ 違法・不

当な行為を行った公選の公職者 (国会議員､ 各

地方自治団体長､ 地方議員) を任期の途中で罷免

できるようにするリコール制度の導入や､ 不法

政治資金を国庫へ還収できるようにする特別法

の制定などが論議されると見られる｡

また､ 韓国の憲法は､ 国会議員は､ 現行犯で

ある場合を除いては､ 会期中国会の同意なしに

逮捕又は拘禁されず､ 国会議員が､ 会期前に逮

捕又は拘禁されたときは､ 現行犯でない限り､

国会の要求があれば､ 会期中釈放されると規定

している (第44条)｡ この規定自体は､ 世界的

にも認められている政府の圧力から議員を保護

するためのものである｡ しかし､ 韓国では､ 不

逮捕特権が濫用され､ 不正の疑惑を持たれた議

員を守るために､ 逮捕同意案を否決､ 又は釈放

同意案を可決することがたびたびあり､ ｢防弾

国会｣ との批判を浴びてきた(38)｡ このような

状況を改善するため､ 国会議員の逮捕同意案を

迅速に処理することによって､ 不逮捕特権が濫
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� ｢ (国会大手術…'透明政治' に焦点)｣ 『国民日報』 2004.4.18.など｡

表４ 総選挙前の各党の地域別議席数*

合 計 ウリ党 ハンナラ党 民労党 民主党 自民連 国民統合21 無所属･その他

合 計 225 47 127 0 41 5 1 4

首都圏

ソウル市 45 17 19 0 9 0 0 0

仁 川 市 11 4 6 0 1 0 0 0

京 畿 道 40 8 22 0 7 1 0 2

96 29 47 0 17 1 0 2

湖 南

光 州 市 6 2 0 0 4 0 0 0

全羅南道 13 1 0 0 12 0 0 0

全羅北道 10 6 0 0 4 0 0 0

29 9 0 0 20 0 0 0

忠 清

大 田 市 6 3 3 0 0 0 0 0

忠清南道 10 2 4 0 0 3 0 1

忠清北道 7 2 4 0 0 1 0 0

23 7 11 0 0 4 0 1

済 州
済 州 道 3 0 2 0 1 0 0 0

3 0 2 0 1 0 0 0

嶺 南

釜 山 市 17 0 16 0 0 0 0 1

蔚 山 市 5 0 4 0 0 0 1 0

慶尚南道 16 0 16 0 0 0 0 0

大 邱 市 11 0 11 0 0 0 0 0

慶尚北道 16 0 16 0 0 0 0 0

65 0 63 0 0 0 1 1

江 原
江 原 道 9 2 4 0 3 0 0 0

9 2 4 0 3 0 0 0

(出典) ｢4・15総選挙を走る｣ 『東亜日報』 2004.1.1.をもとに作成｡
*議席数は上記出典に掲載時点のものであり､ 選挙直前のものではない｡



用されないようにすることなども検討される見

込みである｡

これらの事項について､ 主要政党はいずれも

選挙公約に掲げており､ 各党間の大きな対立は

ないと見られている｡

さらに､ 韓国の国会法は９月から定期会を行

うと定めているが､ これを改め､ 国会を常時開

会することも検討されている｡ また､ 政党を国

会議員が中心となる政党にし､ 中央党舎 (党本

部) を大幅縮小して､ 党の重要機能を国会内に

移す ｢院内政党化｣ の動きも加速するものと思

われる(39)｡

おわりに

韓国において､ 民主的な選挙が行われるよう

になったのは､ 1987年以降のことである｡ この

17年間で､ 韓国の政治はめまぐるしく変化した｡

政党構図は選挙ごとに激変している｡ 本稿では､

2004年の総選挙によって国会に議席を得た主要

各党について､ これまでの経緯も踏まえて記述

してきた｡ 今回の総選挙によって､ 単に､ 国会

内の勢力分布図が変化したのみならず､ 多くの

議員が入れ替わり､ 政策的にもこれまでとは違っ

た指向を持っている議員が増えた点も重要であ

る｡ 選挙で信任を得､ 憲法裁判所の弾劾棄却を

受けて再出発することになった盧武鉉政権の今

後の動向や､ それに対する各党の反応を含め､

レファレンス 2004.６

韓国における政治改革立法と政党の動向

55

表５ 主要各党の地域別得票率

[比例代表] [選 挙 区]

ウリ党 ハンナラ党 民労党 民主党 自民連 ウリ党 ハンナラ党 民労党 民主党 自民連

全 国 38.3 35.8 13.0 7.1 2.8 全 国 41.9 37.9 4.3 7.9 2.6

首都圏

ソウル市 37.7 36.7 12.6 8.4 2.8

首都圏

ソウル市 42.8 41.3 3.4 9.8 0.7

仁 川 市 39.5 34.6 15.3 5.4 0.8 仁 川 市 44.7 38.9 7.4 5.2 0.6

京 畿 道 40.2 35.4 13.5 6.1 2.0 京 畿 道 45.7 40.7 4.1 6.7 0.7

湖 南

光 州 市 51.6 1.8 13.1 31.1 0.8

湖 南

光 州 市 54.0 0.1 5.6 36.4 0.4

全羅南道 46.7 2.9 11.2 33.8 1.0 全羅南道 46.9 0.8 2.6 38.4 0.6

全羅北道 67.3 3.4 11.1 13.6 1.0 全羅北道 64.6 0.1 4.6 18.7 0.1

忠 清

大 田 市 43.8 24.3 11.8 3.1 14.5

忠 清

大 田 市 45.8 22.4 1.5 3.3 22.1

忠清南道 38.0 21.1 10.5 2.8 23.8 忠清南道 38.9 15.8 2.2 3.6 33.7

忠清北道 44.7 30.3 13.1 2.2 6.3 忠清北道 50.5 32.6 3.3 1.0 9.2

済 州 済 州 道 46.0 30.8 14.1 5.1 1.1 済 州 済 州 道 49.4 40.2 3.4 3.8 0.6

嶺 南

釜 山 市 33.7 49.4 12.0 1.9 0.7

嶺 南

釜 山 市 38.9 52.5 2.9 0.8 0.3

蔚 山 市 31.2 36.4 21.9 1.5 0.8 蔚 山 市 28.1 36.3 18.0 0.6 0.8

慶尚南道 31.7 47.3 15.8 1.4 0.8 慶尚南道 34.4 47.7 8.4 0.6 0.6

大 邱 市 22.3 62.1 11.6 1.1 0.8 大 邱 市 26.7 62.4 2.5 1.8 0.5

慶尚北道 23.0 58.3 12.0 1.4 1.2 慶尚北道 25.8 54.6 3.4 0.4 0.6

江 原 江 原 道 38.1 40.6 12.8 3.5 1.3 江 原 江 原 道 38.8 43.3 4.2 6.4 0.2

(出典) ｢政党別地域代表及び比例代表得票現況｣ 『朝鮮日報』 2004.4.17.をもとに作成｡

� ｢ ([17代国会をこう変えよう] <2-①>不逮捕特権制限)｣

『世界日報』 2004.4.23.

� ｢ ([院内政党化推進] '挙手機' 脱皮…政策対決の場として)｣

『東亜日報』 2004.4.21.



韓国政治がどのような展開を見せるのかが注目

される｡

また､ 本稿では､ 政治関係法の改正について

も紹介した｡ インターネットを利用した選挙運

動に関する規定の導入や､ 選挙犯罪に対する取

締の強化､ 政治資金の透明性強化､ 政党組織に

ついての改革など､ 多岐に渡る改革が行われた｡

一人二票制の導入や女性議員の増加策の強化な

どは､ 今回の選挙結果にも影響を及ぼした｡ そ

して､ 今回新たに選出された国会によって更な

る改革が準備されている｡ 韓国政治の大きな流

れの変化とともに､ 政治のしくみに関する改革

の動向についても､ 関心を払う必要があろう｡

(平成16年５月20日脱稿)

(やまもと けんたろう 政治議会課)
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